
■ 懇談会でのご意見・ ご回答【 平田 平成 2 4 年６ 月 7 日開催】  

ご  意 見 ご  回 答 

危険区域になり そ う なと こ ろ に土地を持っ ている 。そ う い

っ た場合、 買取になるのか。  

新し い土地へ換地（ 交換） と なる 。 場合によ っ ては、 買取になる が、 基本

は換地。  

建築規制はど こ にかかるのか。  東西の県道を標高 8 m に上げる こ と で、 背後の住宅予定地は浸水し ない結

果である 。 県道よ り 海側で規制する 。  

 

盛土の材料はど こ から 持っ てき て、盛っ てすぐ に家は建て

ら れるのか。  

盛土は各地区で必要量を算出し て国で調整し ているが、 今のと こ ろ不足す

る見込みであるのでど こ かから か購入する計画です。 ま た 、 盛土の施工基

準を守っ て、 すぐ に家は建てら れる よ う にし ていき ま す。  

旧商業高校の解体工事が始ま っ たら 、下の道路を使っ てほ

し く ない。  

県よ り 上の板木山の道路を経由する こ と で、 検討し ていま す。 今後も 、 工

事の説明会がある と 思いま す。  

戸建、 2 階建てみたいな公営住宅はでき るのか。  

 

平田での今の計画は、 県施工の 7 階建てのみである 。  

代替地は 1 0 0 坪が上限と 聞く 話はど う なのか。  区画整理では、 1 0 0 坪制限はあり ま せん。 防災集団移転事業での高台移転

先の地区では、 上限があり ま す。  

下水道工事は行われるか。 ま た 、 そ れで減歩さ れるか。  

 

公共下水道を入れる と いう 結論はでていない。 浄化槽で対応する こ と が非

常に早い復興手法と 考えているが、 今後、 色々な手法を検討し た上での結

論と なるので現在は未定。  

県道予定線よ り 海側の用地は、 住宅は建てら れないのか。 

 

住居は建てら れず、 漁業系施設等は可能と なる 。  

建築規制の用地で、家を建てずに所有し ている だけでも固

定資産税はかかり ま すか。  

かかり ま す。  

 

登記と 実測のずれは、地権者の合意に立会いも行われるの

か。  

地籍調査が終わっ ている所は、 面積の増減もないが、 調査が終わっ ていな

い所は、 立会し て確認し ても ら いま す。  

 


